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書記官送．、

驀

令和6年12月12日判決言渡 同日原本領収裁判所書記官

一し所得税更正処分取消等請求事件
口頭弁論終結日 令和6年9月13日

川
リ半 決
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同訴訟代理人弁護士 ) | | 端 健 太

同 小 山 浩

同 臼 井 慶 宜

10 同 鷹 尾 ．征 哉

東京都千代田区霞が関 1丁目 1番1号

被 告 国

同代表者法務大臣 鈴 木 馨 祐

処 ノ刀＼ 行 政 庁 茨 木 税 務 署 長

15 大 ＇， 寺 隆 ．秀

同指定代理人 酒 井 悠 至
1 

同 花 谷 愛 華

同 平 山 峻 次

同 長 井 洋

20 同 徳 山 健

同 JI I' 田 芳 嗣

同 久 保 奈々美

＂！ 同 梅 里 礼 代

シ1 ＜ ̀  

主 文メ..‘.’ 
今

25 1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。
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＇ 事 実 及 ・び 理 由
.. , 

第1 請求

茨木税務署長が令和3年7月21日付けで原告に対してした平成29年分の

所得税及び復興特別所得税に係る更正処分のうち、課税される所得金額のうち

5
 

総所得金額896万8918円を超える部分及び還付金の額に相当する税額3

第2

10 

原告は、•平成29年分の所得税及び復興特別所得税（以下「所得税等」、とい

う。）につき、原告が行っていたタブレッ• 卜端末のレンタル業（以下「本件レン

タル業」という。）に係るタブレット端末の購入費用（以下「本件購入費用」と

いう。）は、原告の平成29年分の所得税等の計算において、事業所得に係る必

15 

7 0万26 8 6円を下回る部分（納付すべき税額マィナス 370万2686円

を上回る部分）並びに過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

事案の概要

要経費に該当するとして、確定申告をしたところ、茨木税務署長から、本件レ

ンタル業は所得税法上の事業に該当せず、本件購入費用は原告の事業所得に係

る必要経費に該当しないとして、更正処分（以下「本件更正処分」という。）及

び過少申告加算税の賦課決定処分（以下「本件賦課決定処分」 といい、本件更

正処分と併せて「本件各処分」

本件ば、原告が、本件レンタル業は所得税法上の事業に該当するから、本件

購入費用は、原告の平成29年分の所得税等の計算において、事業所得に係る

という。）を受けた。

20 必要経費に該当すると主張して、本件更正処分のうち申告額を超える部分（第

1記載の部分）及び本件賦課決定処分の全部の取消しを求める事案である。

ー

.,. 

＇ 、

関係法令の定め

(1)事業所得の意義等

・所得税法27条1項は、事業所得とは、農業、漁業、製造業、‘卸売業、小

25 売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得（山林所

得又は譲渡所得に該当するものを除く。）をいう旨規定し、同条 2項は、•事業

-2 -
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所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除し

た金額とする旨規定する。

そして、所得税法施行令63条は、所得税法27条1項に規定する政令で

定める事業は、所得税法施行令63条各号に掲げる事業｀（不動産の貸付業又

5
 

-
.
 

．．
 

10 

15 

20 

は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。）とする旨規定し、同

条 12号は「前各号（注：同条1号ないし 11号）に掲げるもののほか、対

価を得て継続的に行なう事業」を掲げる。

(2)雑所得の意義

・ 所得税法35条1項は、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、

事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれ

にも該当しない所得をいう旨規定する。 • 

(3)損益通算

所得税法69条1項は、総所得金額、退職所得金額又は山林所1尋金額を計

算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林・所得の金額

・又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める

順序により、これを他の各種所得の金額から控除する旨規定する（以下、こ

の計算のことを「損益通算」という。）。

そして、所得税法施行令19 8条は、上記の政令で定める順序による控除

は、同条各号に定めるところによる旨規定するところ、同条1号は、不動産

所得の金額又は事業所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、こ

• 

ヽ

25 

れをまず他の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所

得の金額、給与所得の金額及び雑所得の金額から控除する旨規定する。

(4)少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入

令和4年政令第13r6号による改正前の所得税法施行令13 8条は、居住

者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供し

・た減価償却資産でく使用可能期間が 1年末満であるもの又は取得価額が10 

• -3 -. ` 
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万円未満であるものについては、その取得価額に相当する金額を、その者の

その業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得

の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する旨規定する。

2 前提事実（当事者間に争いがないか、・掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容

5 易に認められる事実。なお、証拠番号は特記なき限り枝番号を含む。）

(1)原告（甲 1、3o) • 

原告は、公認会計士及び税理士の各資格を有し、税理士業及び公箆会計士

業（以下「税理士業等」という。）を営む個人事業主である。

原告は、平成29年において、 （現在

10 の商号:•一 の取締役の地位にあり、税理士業等による収入のほ

かに、同社及ひ’’'監査法人から給与収入を得ていた。

(2)原告によるタブレットの賃貸借契約の締結等（甲2、4~7、，乙1)

原告は、平成29年12月28日、 9 - （以下 「~ とい

う。）との間で、次のア及びイのとおりの内容の売買契約（以下「本件売買契

約」という。）及び賃貸借契約（以下「本件賃貸借契約」といい、本件売買契15 

.. 

・約と併せて「本件各契約」という。）を締結した。

なお、原告と・・との間では、当初「売買契約及び運用委託契約確認書」 ‘ 

と題する契約書類（甲4)により契約（以下、上記契約書類による契約のこ

とを「本件当初契約」という。）がされていたが、平成30年4月頃、本件各

20 契約に係る各契約書（甲 5、6)に差し替えられた。

・ア 本件売買契約（甲5)

本件売買契約は、原告が、・・lから、決済サービス
・ 」（以下「本件決済サービス」という。）に使用されるタブレット端末

50台（以下「本件決済端末」という。）を、代金合計490万円 (1台当

たり 9万80 0 0円）で購入することを内容とするものである。

、本件決済サービスは、・ を含む3社で構成される「

25 

-4 -



．．． .、........... ．．  ...・ ... ．． 
••• ．．． 
.... . ● ．．． 

切

5
 

ー」（以下「~という。）が運営する、主として訪日ー

人観光客を対象とするキャッシュレス決済サービスであり、具体的には、

ー側が、所定のアプリケーションソフトをインストールしたタ

ブレット端末を各店舗に貸し出し、各店舗がこれを使用して客にキャッシ

ュレス決済サーヒ女を提供し、各店舗力'-側に所定の決済手数

料及び決済用システム利用料を支払うことを内容とするものである。

. 10 • 

イ 本件賃貸借契約（甲 6)

本件賃貸借契約は、原告が、本件決済端末を・に賃貸することを内容

とするものであるところ、その主要な契約条項は、次のとおりであるci

（ア）契約期間 (3条）

契約締結日を含む月の 1日から起算して 1年間とする。ただし、期間

満了の日の 1か月前に、原告又は・から書面による解約の申出がない

限り、最大4回に限り、契約期間を期間満了の翌日から 1年間として、

15 

当然に更新される？

（イ）転貸の承諾 (4条） ． 

原告は、··が、本件決済端末を店舗等において＇~が提供するサー
ビス（本件決済サービス）に係るキャッシュレス決済用端末として使用

するために、・・が相当と認める第三者に転貸することをあらかじめ包

20 

括的に承諾する。また、かかる転貸借の内容については、・・が自由に

決定できるものとする（以下、この契約条項に基づき、一ゞ本件決済

端末をキャッシュレス決済用端末として店舗等に転貸する契約関係の

ということがある。）。・ことを、「本件転貸借関係」

、（ウ）賃料 (5条）．

｀
 ．
 

賃料は、

25. 

1年当たり、次の算定方法のうち、原告．が選択するいずれか

の方法で算定される額とする（原告は、【算定方法1】を選択している。

以下、本件賃貸借契約に基づく賃料を「本件レンタル料」という。）。

-5 -
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【算定方法1】
町

a 

5
 

次のa又はbの金額のうち、金額の大きい方を賃料とする。

月ごとに、①本件決済端末及び~が本件賃貸借契約と同様の契約

によって賃借しているタブレット端末から、【算定方法2】が選択され

ているものを除いたタブレット端末の総台数（以下「算定方法1の総

台数」という。）を、・がキャッシュレス決済用端末として直接用い、

10 

又は第三者をして用いさせたことから得られる粗利益（当該月におい

て各店舗から得られた決済手数料から、・が支払う各種手数料を除

いたもの。以下「端末利用粗利益」という。＇）の金額、及び②算定方法

1 の総台数を利用することで得られる決済手数料収益以外の・・の利

益（以下「端末利用粗利益以外の利益」といい、端末利用粗利益と併 ．

・せて「レンタル料算定基礎利益」という。）の金額に、それぞれ・・力ゞ一

賃借する端末（本件賃貸借契約にあっては、本件決済端末） の台数に

15 

20 

応じて定める一定の割合（本件賃貸借契約においては、①につき 35%、・

②につき9%)を乗じ、これを当該月の末日時点の算定方法1の総合

数に対する本件決済端末の台数の割合で案分した額を計算し、これに

より算出した月ごとの金額の 1 年分 (1 2 か月分）の合計額

1万4700円（税込）に本件決済端末の台数 (50台）

得た金額（年額7・3万5000円。以下、この方法によって計算する

ということがある。）

b
 

を乗じて

金額のことを、「最低保証額」

【算定方法2】

25 

次の a又はbの金額のうち、金額の大きい方を賃料とする。

a 契約締結日から契約期間満了日までに得た、本件決済端末の台数を

キャッシュレス決済用端末として直接用い、又iま第三者をして用いさ

＇～ せた粗利益の金額に、本件決済端末の台数に応じて定まる一定の割合

（本件賃貸借契約については、 35%)を乗じて得た金額

ヽ

.. 

-6 -
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b 

（エ）修繕、ソフトウェアアップデート (6条）

契約期間中に、本件決済端末に故障及び破損その他修繕の必要が生じ

た場合には、・は自らの費用で修繕を行うものとする（同条1項）。ま

た、契約期間中に、本件決済端末にインストールされるソフトウェアの

アップデート、セキュリティ対策その他本件決済端末をキャッシュレス

決済用端末として用いるために必要な維持・管理は、全て・・が自らの

5000円（税込）に本件決済端末の台数を乗じて得た金額

費用で行うものとする （同条2項）。

10 

（オ）中途解約 (8条） •'. 

原告及び■は、契約期間中であっても、書面により、本件賃貸借契
約を中途解約することができる（同条1項）。 • 9 

15 

（力）返還場所及び方法 (11条）

本件賃貸借契約が終了した場合、．は直ちに原告の指定する場所に、

本件決済端末を返還しなければならない（同条1項本文）。原告は、．

が本件決済端末を返還するときは、本件決済端末にインスト＿Jレされた

アプリケーション、保存されたデータ等を削除し、本件決済端末を初期

化した上で返還されることにあらかじめ同意する （同条3項）。

20 

(3)本件購入費用の支出及び本件レンタル業の開始

原告は、平成29年12月28日、本件各契約に基づき、・・に対し、本

件決済端末の代金490万円（本件購入費用）を支払い、｀同日以降、本件決

済端末の■への賃貸を開始した（本件レンタル業）。
(4)原告の平成29年分の所得税等の課税の経緯等

ア

＇ 25 

確定申告（甲 1)

原告は、平成30年3月16日、別紙1の「確定申告」欄のとおり記載

した平成29年分の所得税等の確定申告書を茨木税務署長に提出した。

上記確定申告において、原告は、本件購入費用につき、事業所得に係る

. -7 •一
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イ

必要経費に該当するとして、令和4年政令第 13 6号による改正前の所得

税法施行令13 8 条に基づき、• その全額を、原告の事業所得の金額の計算

上、必要経費に算入した（関係法令の定め(4)参照）。

本件更正処分（甲 10) 

5
 

10 

茨木税務署長は、令和3年7月21日付けで、原告の平成29年分の所

得税等について、別紙1の「更正処分等」欄記載のとおり、本件更正処分

及び本件賦課決定処分（本件各処分）をした。

本件更正処分の理由は、本件レンタル業は事業所得を生ずべき事業とは

認められず、本件レンタル業に係る所得は事業所得ではなく雑所得に該当

するから、本件購入費用を、原告の事業所得に係る必要経費に算入するこ

とはできず、また、本件レンタル業に係る損失の金額（収入金額0円から

本件購入費用4.9D万円を差し引いたマイナス490万円）は、雑所得の

15 

金額の計算上生じたものであることから、損益通算（所得税法69条。関

係法令の定め(3)参照）の対象ともならないというものであった。・

審査請求及び裁決（甲 11、乙3)

原告は、令和3年10月15日ー、本件各処分を不服として審査請求をし

たが、国税不服審判所長は、令和4年6月i日付けで、上記審査請求をい

ずれも棄却する旨の裁決をした（別紙1の「審査請求」欄及び「裁決」欄

参照）。

ゥ

• 20 

3
 

(5)本件訴えの提起（顕著な事実）

原告は、令和4年 11月29日、本件訴えを提起した。

税額等の計算に関する当事者の主張

原告の平成29年分の所得税等の総所得金額及び納付すべき税額に関する被

25 

告の主張は、．別紙2記載のとおりである。その計算の根拠となる金額及び計算

方法については、後記4の争点に関する部分を除き、当事者間に争いがない`：

4
 
争点

-8 -
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.. 
本件の争点は、本件レンタル業に使用される本件決済端末の購入費用である

本件購入費用は、原告の平成29年分の所得税等の計算において、事業所得に

係る必要経費に該当するといえるか否か、すなわち、本件レンタル業が所得税

法上の事業所得を生ずべき事業に該当するといえるか否かである。

5
 
5
 
争点に関する当事者の主張

別紙3 「争点に関する当事者の主張」記載のとおり。

第3

1 

当裁判所の判断

認定事実

10 

前記前提事実に加え、各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実

が認められる。

(1)原告の税理士業等の所得の状況

前提事実（1）のとおり、原告は、税理士業等を営む個人事業主であり、かつ

15 

給与所得も得ていた者であるところ、原告の平成25年から平成29年まで

の事業所得及び給与所得の状況（各年分の所得税等の確定申告書に記載され

ているもの。なお、本件購入費用については考慮していない；）は、次のとお

りであった（甲1、原告本人1~2頁）。

平成25年（甲 1の2)ア

ィ 平成26年（甲 1の3)

20 

ゥ 平成27年（甲1の4)

工 平成28年（甲 1の5)

25 ォ 平成29年（甲 1の1)

事業所得

給与所得

給与所得

事業所得

給与所得

，事業所得

給与所得

、事業所得

給与所得

2 72万53 52円の赤字

678万979 5円

事業所得 288万5.7 5 3円の赤字

694万 74 1 7.円

6 1 9万8161円の黒字

492万4017円

3 8 2万93 9 1円の赤字

・5 0 6万012 0円

745万49 1. 8円の黒字

6 41万40.0 0円

-9 -
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(2)本件決済サービスの内容等及び端末オーナーの募集状況

本件決済サービスは、一が提供する、’’■’’~所
定のアプリケーションソフトをインストールしたタブレット端末を各店舗

に貸し出し、各店舗がこれを使用して客にキャッシュレス決済サービスを

提供し、各店舗が一側に所定の決済手数料及び決済用システム

利用料を支払うことを内容とするキャッシュレス決済サービスである。

本件決済サービスの利用店舗向けのパンフレット（甲 2)によれば、本 '

件決済サービスは、・■人が利用する主要なキャッシュレス決済手段であ
る，＇~及び~のいずれにも対応するマルチ決済サービス．

てあることに加え、·~'·及び一のいずれでも
提供可能）であることが、他社の決済サービスにはない特徴であると紹介

され、今後も利用可能なキャッシュレス決済手段を随時追加する予定であ

ア

10 

15 

る旨も説明されていた。また、本件各契約締結時点までに公表されたプレ

スリリースや新聞記事等において、本件決済サービスにつき、国内の~

等がこれを導入した旨が報じられるなどしていた。

さらに、平成29年6月に政府が公表した「未来投資戦略

（甲18) には、今後 1'0年間 (20 2 7年6月まで）に、キャッシュレ

2017」

20 

25 

ィ

ス決済比率を倍増し、 4割程度とすることを目標とする旨記載されていた。

（以上につき、甲2、18、22~24) 

は、本件決済サービスをさらに普及させるため、本件決済

サービスに使用するタブレット端末の所有者（端末オーナー）

募集（以下「本件オーナー募集」という。）を行っていた。

本件オーナー募集のパンフレット

となる者の

（平成30年10月30日版のもの。

乙1) によれば、①端末オーナーとの賃貸借契約の概要は、端末オーナー

が一からタブレット端末を購入（10台単位）した上で、これ

＇らな一に貸し出し、-'がこれらにつき保守管理を行

-10 -
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うとともに利用店舗に転貸し、 これによって利用店舗から一 が

得た決済手数料に係る粗利益の一部＇（端末オーナーが購入するタブレット

端末の台数に応じてあらかじめ定められた賃料料率を乗じた額）を、賃料'

として端末オーナーに支払うというものである（なお、賃料の算定方法に

ついては個別計算方式を選択することも可能である。．）こと、②購入するタ

ブレット端末の単価は、 1台当たり 9万8000円であるところ、：これは

10万円未満の少額減価償却資産（いわゆる消耗品）であることから、決

，算時には全額損金加算入が可能であり、全額損金算入された少額資産（消

． 耗品）がさらなる収益を生み出すことが期待できること、③賃料は毎年1

9回、合計5回受け取ることができるところ、毎年の賃料は、決済額に応じ．
て変動するものの、購入代金に対して年15％は最低賃料として保証され

る（ただし、個別計算方式の場合には最低料率が異なる。）こと、④一

■・'が運用するモバイルPOSによるサービスや、インターネットショ
ッピングのオンライン決済サービスにより得られる手数料収益など、タブ

レット端末を利用店舗に転貸して得られる収益以外の収益からも、最大1,

5％が賃料として支払われることなどが記載されていた。 ． 

また、上記パンフレジトには、端末オーナーが購入するタブレット端末

の台数ごとに、端末オーナーが得ることの．できる収益等をシミュレージョ

ンした結果が記載されているところ、このうち、タブレジト端末50台を ．

購入した場合については、-が利用店舗に貸し出すタブレノト

端末1台当たりの 1日の決済金額が1万5000円の場合には、賃料収入

による単純利益率は96％ （購入代金49 0万円に対し、得られる契約期

間5年分の賃料総額は472万5000円） であり、所得税等の節税効果

（個人所得税率55％の場合）を含めた個人実質利益率は、 214％と試

算されていた（乙1• 1 4頁）。（以上につき、乙1)

（3)本件各契約の締結に係る経緯

:...:’• I 1 -
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ア
． 原告は、平成29年頃、・・の販売代理店に勤務していた一（以

下一という。）の紹介で、本件オーナー募集を知った。

原告は、平成29年8月頃、・・から、

済サービス及び本件オーナー募集に係るパンフレット（上記(2)ア及びイ参

が作成した本件決

照）を用いて、訪日外国人を対象とするキャッシュレス決済サービスの市

況や、本件決済サービスの仕組み、本件オーナー募集の募集条件（~

ーと端末オーナーとの契約関係の内容）等について説明を受けた。こ

れらを踏まえ、原告は、端末オーナーとなったとしても、・原告が当時営ん

でいた税理士業等や会社役員としての業務を圧迫しないと考えたこと■
10 ーが提供する本件決済サービスは、他社の提供するキャッシュレ

ス決済サービスに比して優位性があると考えたことなどから、本件オーナ

ー募集に応じることとした。（以上につき、甲 13、30、原告本人1~7、

1 0、

ィ

15 

原告は、平成29年12月28日、購入するタブレット端末の台数を5

として、・・と本件当初契約を締結した。原告は、

本件購入費用である490万円を用意するに当たり、借入れ等を行わず、

0台（本件決済端末）

20 

1 6頁）

25 

税理士業等により得た収入による貯蓄を元手としていた。また、原告が購

入するタブレット端末を50台としたのは、本件当初契約の締結時におけ

る原告の税理士業等に係る収支の状況から余裕資金として投入し得る金額

の範囲内で、スケールメリットを考慮して決定したものであった5

本件当初契約は、原告が、＇~ト端末（本件決済端末）を
購入した上で、これらの運用を・・に委託するという内容のものであった

，が、平成30年4月頃、事業の実態性に合わせることや、端末オーナーの

所有権を明確にすることという観点から、、その契約内容は、本件売買契約

及び本件賃貸借契約・（本件各契約）に差し替えられた。かかる契約内容の

差替えは： l~からの業務委託を受けた の担

ー ・12-
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当者から、原告宛て贔に電子メールを送信する方法により提案され、原告が、

インターネット上で本件各契約に係る契約書類（甲5、6)を確認し、確

認・合意ボタンを押下する方法で行われた。

原告は、平成29年12月28日、本件決済端末の代金として、・に‘

490万円（本件購入費用）を支払い、本件レンタル業を開始した。なお、

本件レンタル業を開始するに当たり、原告が、・から購入したタブレッ

10 

15 

ト端末（本件決済端末）の実物を直接確認することはなかった。（以上につ

き、甲4~7、乙2、原告本人10~1 1、19~22、24、26頁）

ウ 原告は、平成30年2月6日、茨木税務署長に対し、「事業の概要」を「レ

ンタル事業の開始」、「所得の種類」を「事業（農業）所得」と記載した個

人事業の開業届出書を提出した（甲 9)。

(4)本件各契約締結後の状況

ア，原告は、本件各契約締結後の令和元年8月頃、・・卜弓主催した端末オー

ナー向けの説明会に参加し、本件決済サービスに係る決済端末の普及状況

（シェアの獲得状況）や、キャッシュレス決済事業者と

後、

との
・ 一

業務提供の状況等につき、説明を受けた。また、原告は、本件各契約締結

が発表する本件決済サービスに関するプレスリリース等

の本件決済サービスにを適宜確認していたほか、 ・・から、

係る業務状況等について報告を受けることもあった。

20 さらに端末オーナーは、インターネット上の照会システムを利用して、

自らが購入したタブレット端末の設置状況を確認することができるところ、

25 

原告も、本件各契約締結後、適宜、上記システムを利用して、本件決済端、

末の設置状況を確認していた。もっとも、上記システムにおいて端末オー

ナーが確認できる情報は、自らが所有する決済端末（各端末は、

．ナンバー等により特定される。）ごとの設置場所の郵便番号、設置都道府県

名、餃置地域（東京都の特別区であればその名称まで、政令指定都市でぁ

シリアル

-13.,.. 



• ’ • . • ．．．．． ......... 
． ． ．． 

• ・. ● ．． 
． 

• . • ． ． ．．． 

れば区まで、その他であれば市町村名まで）及び設置店舗の業種のみであ

った（なお、本件決済端末の設置地域は、北海道、東京都、埼玉県、愛知

県、大阪府、京都府く兵庫県及び和歌山県の各市町村〔政令指定都市を含

む。〕ないし特別区であり、設置業種は、・「飲食業」、「医療・保健業」及び

「その他」のいずれかであった。）。（以上につき、甲 12、13、19、2

5、26、28、原告本人、12~ I4、16~1 7頁）
イ原告は、本件賃貸借契約に基づき、平成29年 1•2月から平成30年 1

1月までの1年分のレンタル料として、平成31年1月、・本件賃貸借契約

の【算定方法1】による最低保証額により算出された73万5000円（1

10 • . 万4700円X50台）の支払を受けた。

15. 

しかし、キャッシュレス決済業界は、平成2.9年頃から、決済手数料を

0円とする事業者（いわゆるペイゼロ事業者）や、消費者がキャッジュレ

双決済によって消費した金額の一部を消費者へ還元するサービスを展開す

る事業者が現れるなどして、事業者間の競争が激化する状況となっていた

（いわゆる「ペイペイ戦争J)ところ、その影響を受けて‘--は

業績不振に陥り、令和元年1_・2月頃には、.から、原告に対し、本件賃

貸借契約に基づくレンタル料（本件レンタル料）を支払えない旨の通知が

された。これを受けて、原告は、本件賃貸借契約を解除することを検討し

たが、これを解除した場合、購入した本件決済端末は、

20 - ンストールしたキャッシュレス決済向けのアプリケーションが削除され、

25 ・

初期化された状態で原告に返還されることとなっていたことから（前提事

実(2)イ（力））、返還を受けた本件決済端末を再度キャッシュレス決済サー

ヒ女のために運用することは困難であるなどと判断して、本件賃貸借契約

の解除はしなかった。（以上につき、甲 12 ~ 1 9、乙2、原告本人14~

•. 1 5、20~21頁）

2 争点（本件レンタル業の事業該当性）についての判断

-14 -
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(1)判断枠組み

所得税法27条1項は、事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小

． 売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得•（山林所

得又は譲渡所得に該当するものを除く。）をいうと規定し、これを受け、所得

5
 

税法施行令63条12号は、所得税法27条1項に規定する政令で定める事

業として、所得税法施行令63条1号から 11号までの各事業に加えて、対．

価を得て継続的に行う事業を規定する（関係法令の定め(I)参照）。

そして、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利

性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的

10 

15 

に認められる業務から生ずる所得をいう（最高裁昭和56年4月24日第二

小法廷判決・民集35巻3号67 2頁参照）が、具体的に特定の経済的活動

'により生じた所得がこれに該当するといえるか否かは、当該経済的活動の営

利性、有償性の有無、継続性、反復性の有無のほか、自己の危険と計算によ

る企画遂行性の有無、当該経済的活動に費やした精神的、肉体的労力の程度、

人的、物的設備の有無、当該経済的行為をなす資金の調達方法、その者の職

業、経歴及び社会的地位、生活状況及び当該経済的活動をすることにより安

定した収益を得られる可能性が存するかどうか等の諸般の事情を総合的に

検討して、社会通念に照らして判断すべきである。

(2)各要素の検討

20・ ア

25 

営利性、有償性及び反復継続性の有無について

原告は、本件レンタル業を開始するに当たり、本件決済端末の購入費用

として490万円（本件購入費用）を支出している（認定事実(3)イ）上、

本件賃貸借契約に係る賃料（本件レンタル料）は、・・が得るレンタル料

算定基礎利益に一定の割合を乗じるなどして算定されるものである（前提

事実(2)イ（ウ） ［算定方法 1 】の a 参照）から、‘|~ゞ得る レンタル料算定基

礎利益が大きくなれば、本件レンタル料の額も大きくなり、・原告が利益を

ー・ 15-
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得ることになる。

5
 

10 

ィ

15 

20 

また、本件賃貸借契約に係る契約期間は、原則として契約締結日を含む

月の 1日から起算して 1年間とされているが、期間満了の 1か月前に、原

告又は|~最大4回に限り、契約期間を 1 年
間として当然更新されることとなっている（前提事実(2)イ(7))から、最

長で5年間、本件賃貸借契約に係る契約関係が存続し得ることとなる。

これらに加え、原告は、茨木税務署長に対し、本件レンタル業に係る個

人事業の開業届出書を提出していること（認定事実(3)ウ）も考慮すると、

本件レンタル業については、一定の営利性、有償性が認められるほか、反

復継続性も認められるというべきである。

自己の危険と計算による企画遂行性について

（ア）原告は、本件レンタル業を開始するに当たり、賃貸目的物である本件

決済端末の購入費用として490万円（本件購入費用）を支出している

（認定事実（3）イ）ところ、本件レンタル料は、 ・・が得るレンタル料算

定茎礎利益に一定の割合を乗じるなどして算定されるものであり、最低

保証額も、 1年当たり本件購入費用の 15％相当額にとどまる（前提事

実(2)イ（ウ）参照）から、仮に、本件賃貸借契約に係る契約期間（最長で5

年間）全期間にわたって、上記最低保証額による本件レンタル料の支払

· が継続することとなれば、• 原告は、本件購入費用の 7 5％相当額を回収

することができるにとどまって損失を被ることとなる上、 ・・の経営状

況が悪化するなどして本件レンタル料の支払が滞る事態となれば、さら

に損失が拡大することとなると考えられる。そうすると、原告は、本件

レンタル業に関し、一定のリスク‘（本件購入費用全額の損失を被るリス

ク）を負担していたといえる。

25 は、本件決済

サービスに係る端末オーナーを募集しており（本件オーナー募集）、原告

しかし、本件レンタル業の開始に先立ち、

・ -16 -
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5
 

は、・の販売代理店に勤務していた・・に紹介され、その勧誘に従っ

て本件オーナー募集に応じ、本件各契約を締結するに至ったものと認め

られる（認定事実(2)イ並びに(3)ア及びイ）。また、本件各契約に係る各

契約条項についても、本件オーナー募集に係る募集条件（パンフレット

の内容）に則して・・があらかじめ策定し、これを原告が承諾して本件

各契約に至ったものと認められ（前提事実（2)、認定事実(2)イ及び(3)

イ）、原告が、本件売買契約における購入台数の決定や、本件賃貸借契約

に係る賃料の算定方法の選択のほかに、上記契約条件につき、・・との

．間で実質的な協議等をする余地はなかったといえる。

10 さらに、上記のとおり、本件レンタル業に係る所得の源泉となる本件＇

賃貸借契約に係る賃料（本件レンタル料）は、.が得るレンタル料算

このうち、端末利用粗利益以外

が運用するモバイルPOSによるサ

定基礎利益によってその額が増減する。

15 

の利益は、基本的に、

ービスやインターネットショッヒ°ングのオンライン決済サービスの提

供により得た収益が想定されており（認定事実(2)イ）、かかる収益は、

本件レンタル業に係る契約関係（本件各契約及び本件転貸借関係）とは

の取引関係から生じる収益であるから、原告が：

上記収益の獲得について積極的な関与をする余地はないし、その収益の

関係のない

20 

25 

獲得に要する費用を負担する必要もない。また、

益のうち、端末利用粗利益についてみても、かかる利益は、本件決済端

末に加え、他の端末オーナーから.が賃借したタブレット端末（算定

方法 1 の総台数）を・が運用することによりl~]ゞ得た収益を意味す
る（前提事実(2)イ（ウ）【算定方法1】のa参照）ところ、このうち、①

本件決済端末以外のタブレット端末から生じる収益については、そもそ

も原告の所有する端末ではなく、その収益の獲得について原告が積極的

レンタル料算定基礎利

な関与をする余地はないし、本件購入費用の限度を超えて、その収益の

ー'17-
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獲得に要する費用を新たに負担する必要もない。また、②本件決済端末

から生じる収益についても、本件賃貸借契約において、 原告は、 ・が

行う本件決済端末の転貸につき、これをあらかじめ包括的に承諾し、か

かる転貸借の内容は・ が自由に決定することができるとされ（前提事

5
 

実(2)イ（イ））、契約期間中において本件決済端末にすべき修繕や、本件決

済サービスに係るアプリケーションのアップデート等も、すべて.が

自らの費用で行うとされている（同（エ））から、上記①と同様、・こよ

10 

る収益の獲得について原告が積極的な関与をする余地はなく、本件購入

費用の限度を超えて、その収益の獲得に要する費用を新たに負担する必

要もない~.

15 

これらによれば、原告は、本件レンタル業につき、各種動産の賃貸業

・（レンタル業）で通常行われる収益拡大のための積極的な活動（例えば、

賃貸対象物件の仕入れ、賃借人の獲得のための広告宣伝る、賃借人の適格

性の審査及び契約条件の協議・決定、 •賃貸対象物件の保守管理など）や

ぞれに関する実質的な経営判断をする余地は乏しかったというべきで

あるし、実際にも、原告がそのような収益拡大の努力をしていたとは認

められない。また、原告は、本件購入費用を限度とする損失リスクを負

担するにとどまり、収益の獲得（売上収入の維持拡大、利益率の向上等）

20 

｀ 
（イ）

25 

に要する費用を新たに負担する必要もなかったと認められる。そうする

と、原告が自らの責任しこおいて企画を立てて本件レンタル業を遂行して

いたとはいい難いというべきであり、本件レンタル業につき、原告の危

険と計算による企画遂行性があるとはいえない。

これに対し、原告は、そもそも、自己の危険と計算による企画遂行性

は、事業所得と給与所得とを区別する要素であるところ、原告は、他者

の指揮命令に服することなく、本件レンタル業を開始し、本件決済端末

を購入し、本件購入費用の回収不能のリスクを負つて、本件レンタル業

-18.--: 
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に係る意思決定や経営判断を行っているから、自己の危険と計算による

企画遂行性は当然認められる旨主張する。

しかし、事業該当性の考慮要素である自己の危険と計算による企画遂

5
 

. 10 

15 

20 

25 

行性は、事業所得と給与所得とを区別するためだけに存在するものでは

ないし、原告が、他者の指揮命令に服する＇ことなく本件レンタル業を開

始し、本件購入費用を限度とする損失リスクを負ったというだけで、当

然に自己の危険と計算による企画遂行性が認められるものでもない（原日

告が負う上記損失リスクは、本件購入費用を限度とするものであって、

株式や不動産投資商品等の損失リスクに類似するものであり、本件｀レン

タル業は、上記のような投資商品を購入する行為と、その実質において

大きく異なるものではないど考えられる。）。原告の上記主張は採用する ．

ことができない。

（り）また、原告は、①本件レンタル業の仕組みからすれば、その遂行上の

最も重要な事項は、いかに適切な賃借人（転貸人となる事業者）を選択

ずるかにあるところ、原告は、市場調査等を行った上で、原告自身が独9.

立して、適切な賃借人として・・を選択したほか、その他の賃貸条件等

の経営上重要な事項についても、合理性のある判断を行った、②原告は、

．のシステムを用い、本件決済端末の設置状況等を確認し、これをも

とに、・との間で本件決済端末の設置状況その他の・・の事業状況に

ついて協議し、自身の意見を~ ③本件賃貸借

契約は、原告の通知により契約を終了させることも可能であるところ、

原告は、本件レンタル業の収益状況や本件決済端末の設置状況等を日常

的に確認し、本件賃貸借契約を継続するか否かの判断を行っていたなど

と指摘し、これらによれば、原告は、本件レンタル業に関する重要な経

営判断及び意思決定を自ら行い、これらの意思決定に関するリスク及び

リターンを引き受けていたから、本件レンタル業を自己の危険と計算に

-19.-
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は、

5
 

おいて企画遂行していたといえる旨主張する。

しかし、上記①については、前記（ア）で述べたとおり、そもそも、原告

が行っていた本件オーナー募集に応じて、 ・ との間

で本件各契約を締結したものであるところ、本件オーナー募集及びこれ

を受けて合意された本件各契約の契約内容は、本件決済サービスのため

ロ吏用されるタブレット端末の購入（本件売買契約）と、それらの・

への賃貸（本件賃貸借契約）．とが一体となっていたものである。そうす

JO 

ヽ

15 

20 

ると、原告がいうところの「賃借人の選択」とは、不特定多数の相手を

対象として賃借人を募集したり、複数の侯補者の中からより有利な賃借

人を選択したりするということではなく、単に、 ・・が用意した投資商

品を購入するかどうかという選択であって、通常の各種動産の賃貸業

（レンタル業）、における賃借人の選定とは性質が明らかに異なる。また、

．本件賃貸借契約のその余の契約条件の設定についても、前記（ア）で述べ

たとおり、本件オーナー募集に係る募集条件（パンフレットの内容）に

則して、 ・・がこれらを策定し、これを原告が承諾して本件各契約に至

ったもので、 ＇ 原告がこれらにつき＇~と実質的な協議をしたとは認めら

れないし、本件レンタル料の算定方法の決定についても、 ・・があらか ・

じめ用意した契約内容に則して、 ＇~が提示した選択肢の中から原告に

とって有利となるものを選択したというにすぎず（前提事実(2)イ（ウ）参

照）、それ自体、自己の危険と計算による企画遂行性を基礎付けるほどの

ものとは認められない。

25 

また、上記②については、認定事実によれば、原告は、本件各契約の

締結後、 . が主催した端末オーナー向けの説明会に参加したり、.

ーが発表したプレスリリースを適宜確認したり、 ・ も本件決

済サービスに係る業務状況等について報告を受けたり、照会システムを

使用して本件決済端末の設置状況を確認したりしたことが認められ（同

20 
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5
 

(4) ア）、本件決済端末の設置場所等について、＇~を通じて9··に意見，

を述べることもあった旨供述する（原告本人22~24頁）。・しかし、前

記（ア）で詳述したとおり、本件賃貸借契約の契約内容からして、・によ

る本件決済端末の運用による収益の獲得について原告が何らかの積極

的な関与をすることのできる余地はなかったというほかないし、原告自

身、自らの意見が聞き入れられたかは分からない旨供述している（原告

10 

15 

20 

25 

本人23~24頁）ことからしても、原告が述べたとする上記意見は、

飽くまで・に対する何らの法的拘束力を有しない事実上の意見にす

ぎず、その実質において、投資者（出資者）による意見や要望と変わる

ところはなく、原告がそのような意見を述べたことをもって、本件レン

タル業に係る収益拡大の努力とは認められない。

さらに、上記③については、原告が本件賃貸借契約を解除するか継続

するかの判断を適宜行っていたとしても、そのことをもって原告が本件・

レンタル業に係る収益拡大の努力をしたとはいい難いし、自己の危険と

計算による企画遂行性が認められるものでもない（なお、原告は、本件

賃貸借契約が終了した場合には、l~トールさ
れたアプリケーシヨンを削除し、初期化した上で本件決済端末を返還す

ることに合意することとされており〔前提事実(2)イ（力）〕、本件賃貸借契

約を解除したとしても、返還を受けた本件決済端末を再度キャッシュレ

ス決済事業等の何らかの事業に利用することは実際上極めて困難であ

るから、原告が本件賃貸借契約を解除するとの選択を現実に採り得たと

は考え難く、また、実際にも、原告は、本件レンタル料の支払が滞った

後も、本件賃貸借契約を解除していない。）。•

したがって、原告が指摘する諸事情は、本件レンタル業につき、原告

の危険と計算による企画遂行性はないとの前記＇・・（ア）の判断を左右しない

というべきである。原告の上記主張は採用することができない。

＇ヽ： • 一・ 21 -・ . 
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5
 

精神的及び肉体的労力の程度について

(7)前記イ（ア）で詳述したとおり、原告は、本件各契約の下では、本件レン

タル料の額を決定付けるレンタル料算定基礎利益の獲得について積極

的な関与をする余地はなく、実際にも、本件レンタル業に関し、収益拡

大のための努力をしたとは認められない。また、原告が本件各契約締結

会に参加したり、

10 

1s・ 

20 

・後に実際にした活動をみても、■が主催した端末オーナー向けの説明
が発表したプレスリリースを適宜確認し

たり、 ・から本件決済サービスに係る業務状況等について報告を受け

たり、照会システムを使用して本件決済端末の設置状況を確認したりし

た程度であって（認定事実(4)ア）、このことからしても、本件レンタル

業のために原告が費やした精神的及び肉体的労力の程度は、通常の各種

動産の賃貸業（レンタル業）と比較しても軽微といわざるを得ない。

（イ）原告は、本件レンタル業においては、実質的には.に業務委託をし

て事業を展開したものと評価できるから、原告が費やじた精神的及び肉

体的労力が軽微であることは、本件レンタル業の事業該当性を否定する

：事情とはならないと主張する。・

しかし、本件レンタル業の事業該当性については、前述のとおり、関

係する諸要素を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断すべきもので

あり、実質的i1・'に業務委託をしたと評価できるとしても、事業該当 ・
性の判断において精神的及び肉体的労力の臨度を考慮する必要がなく

なるとか、考慮事情としての重要性が大きく低下するというようなもの

ではない（このことは、人的及び物的設備の有無などその他の事情につ

いても同様である。）。上記主張は採用することができない。

工

25 

人的及び物的設備の有無について

（ア）証拠を検討しても、原告は、本件レンタル業に当たり、 490万円の

本件購入費用を拠出したにすぎず、本件レンタル業を遂行するための従

-22 -
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業員を雇ったり、事務所や倉庫を設置したりといったことは行っておら

ず、事業該当性を基礎付けるような人的及び物的設備を有していたとは

認められない。

5
 

.10 

15 

（イ）原告は、レンタル事業においては、他の事業と比較して人的及び物的

設備を要しないとか、本件決済端末が物的設備に当たることは明らかで

あるなどと主張する。

しかし、各種動産の賃貸業（レンタル業）においても、事務所や倉庫

を設置したり、従業員を雇用したりすることはあり、そのような事情が

事業該当性の判断における重要な考慮事情となることは明らかである。‘

また、本件決済端末は、本件レンタル業に係る賃貸目的物（商品）その

ものであるし、原告は実際に本件決済端末の実物を確認したこともない

のであって、本件レンタル業の事業該当性を肯定する方向で考慮し得る

ような「物的設備」とはいい難いし、仮に考慮する余地があるとしても、

賃貸目的物として本件決済端末という物品（有体物） ．存在することを、

事業該当性の判断において重視することはできない。原告の上記主張は

才

採用することができない。

資金の調達方法並びに原告の職業、経歴及び社会的地位について

20 

25 

（ア）原告は、本件レンタル業を開始する以前から、，税理士業等を営んでい

たほか、会社役員として給与収入を得ており、税理士業等に係る事業所

得が赤字となる年もあったものの、給与所得をも含めれば、各年におい

て相応の安定した所得を得ていたと認められる（認定事実（1)）。また、

原告自身、本件レンタル業を開始するに当たり、原告が当時営んでいた

税理士業等や会社役員としての業務を圧迫しないと考えてこれを開始

したものである上（同(3)ア）、本件購入費用についても、何ら借入れ等

は行わず、原告の税理士業等における収支の状況から余裕資金として投

入し得る範囲内でこれを拠出したにすぎない（同イ）。 ． ． ＇ 

-23 -
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5. 

10 

ヵ

そうすると、本件レンタル業の開始後も、原告の本業は飽くまで税理

士業等及び会社役員としての業務であって、9 本件レンタル業は、これら

の本業の片手間に行っていたもの（いわゆる副業）にすぎないといえる。

（イ）原告は、事業該当性の判断に当たり、当該事業が本業であるか副業で

あるかを重視すべきでなく、片手間的な営為であるか否かを考慮事情と

すること自体相当でない旨主張する。

しかし、当該経済的活動が本業であるか副業であるかだけで事業該当

性の判断が左右されるものでないことはそのとおりであるが、事業該当

性については、社会通念に照らして事業と評価し得るかどうかを判断す

る必要があるところ、その経済的活動が当該個人の本業であるか、片手

間に行っていた副業であるかは、上記社会通念に基づく判断に相当程度

影響するというべきであって、事業該当性の判断において考慮されるべ

き事情といえる。原告の上記主張は採用することができない。己

収益の安定性その他の事情について

15 （ア）本件賃貸借契約に係る賃料（本件レンタル料）の最終的な額は、

ごとに、 ・・が得たレンタル料算定基礎利益（端末利用粗利益及び端末

利用粗利益以外の利益）を基礎として算定されるところ、これは、・・

がその事業活動によって取得した収益であり、・・が事業活動による収

益を確実に上げることができるとは限らないし、そもそも、・の経営

1年

20 状況等によっては、最低保証額すら支払われない事態もあり得る。また、

本件各契約後、 キャッシュレス決済事業者間の競争が激化した影響で、

25 

・が業績不振に陥り、本件レンタル料については、最低保証額による

支払が一度行われたのみで■がこれを支払うことのできない状況に
陥っている（認定事実(4)イ）。このように、本件レンタル業による収益

は、 その実質におい℃■への投資に対する配当利益に類するもので
あり、・の経営状況に依存するものであって、当初から必ずしも安定

..:..24 -. 
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的なものとはいえず、実際にも、原告において安定的な収益は得られて

•しヽな V ヽ。一

5
 

10 

15 

20 

そもそも、本件レンタル業は、①原告が本件オーナー募集に応じて開

始したものであったところ、かかる本件オーナー募集のパンフレットに

おいては、端末オーナーになることで節税効果が見込めるこどが謳われ

ていたこと（認定事実(2)イ）、②原告が収益を上げることができるか否

か（本件レンタル料の額）が■の事業活動によって生じる収益に依存
、しており、原告が、本件レンタル業に係る収益拡大のための積極的な努

力をする余地があったとはいえないこと（前記イ（ア））、③本件賃貸借終

了後における本件決済端末の転用可能性が乏しかったこと（同（ウ））、④

本件レンタル業による損失は、最大でも本件購入費用を超えないこと

（同（イ））などに照らせば、本件レンタル業は、その実質において、節税

効果を想定した投資商品を購入（投資）する行為にすぎないというべき

である。

（イ）原告は、’①本件レンタル業の開始時点では、・の事業について好意

的な報道等がされ、・・は、キャッシュレス決済事業における市場シェ

アの確保も十分に見込まれたから、長期的にみれば、十分収益の安定性

が見込まれたといえる、②本件レンタル料につき最低保証額が定められ

ていたことからすれば、そのような定めのない事業と比較して遥かに収

益の安定性が認められるなどと主張する。 • 

しかし、上記①については、原告が指摘する事情は、本件各契約の締

25 

結当時の原告の主観的な見込みや期待にすぎないし、上記②についても、

本件賃貸借契約の条項から想定される損失の範囲が限定されていると

いうことにすぎず、上記（ア）のとおり、実質的な投資先である■の事業
がうまくいかなければ、安定した収益を得られない性質のものである。

原告の上記主張はいずれも採用することができない。
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10 

15 

（り）原告は、「節税商品」という被告の主張は事業該当性の判断において意

味を持つものではないとか、節税目的で本件レンタル業を開始したとい

うのは被告の憶測にすぎないとか：原告には「節税商品」を購入したと

いう認識はないなどと主張し、原告もこれに沿う供述をする（原告本人）。

しかし、事業該当性の判断における考慮事情は、前記(1)の判断枠組み

において列挙した事情に限定されるものではなく、諸般の事情を総合的

に検討し、社会通念に照らして判断すべきものである。そして、本件オ

ーナー募集において節税効果が謳われていたことなど上記（ア）で指摘し

た事情は、本件レンタル業の経済的活動としての実質が、節税効果を想

定しfこ投資商品（節税商品）の購入であることを裏付けるものであり、

このことは、社会通念上「事業」と評価できる経済的活動であるかを判

断する上で、意味のないものではないし、むしろ重要な事情の一つであ

るといえる。また、本件オーナー募集のパンフレットの内容のほか、原

；・告の職業（税理士）や本件レンタル業を開始した時期等からすれば、原

告が節税目的を有していたことは優に推認されるところであって、これ

に反する原告の供述等は信用することができない。

したがつて、原告の上記主張はいずれも採用することができない。

(3)総合評価

20 

25 

・（

上記(2)の検討によれば、本件レンタル業は、一定の営利性、有償性及び反

復継続性が認められる（同ア）ものの、自己の危険と計算による企画遂行性

があったとはいえない（同イ）上、原告の本業は飽くまで税理士業等や会社

役員としての業務であり、本件レンタル業はそれらの本業の片手間に行って

いたにすぎず（同オ）、本件レンタル業を遂行するための人的及び物的設備も

なく（同エ）、原告が費やした精神的及び肉体的労力の程度も軽微で（同ウ）、

収益は・・の経営状況に依存し、その実質において、節税効果を想定した投

資商品を購入（投資）する行為にすぎない（同力）。

-2 6‘―・ 
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そうすると、前記（1）で述べた考慮要素を総合考慮して社会通念に従って

判断ずれば、本件レンタル業は、自己の危険と計算において独立して営まれ、

営利性、有償性を有し、かう反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客

観的に認められる業務であるということはできず、所得税法上の事業には該

,5 当しない。

(4)原告の主張について

ア原告は、本件レンタル業と、．が各店舗に対して本件決済端末を転貸

し決済手数料等を収受する事業（本件転貸借関係に係る事業）とは、別個
・・

の事業であるから、本件レンタル業の事業該当性を判断するに当たり、本

10 件転貸借関係を考慮すべきではない旨主張する。

しかし、本件各契約の下では、原告の収益となる本件レンタル料を増加
I 

させるには、端末利用粗利益を含むレンタル料算定基礎利益を増加させる

しかないのであるから、収益の源泉というべきレンタル料算定基礎利益を

増加させるため、原告がどのような経営判断等の関与をなし得たのか'(な

15 いし実際に行っていたのか）を考慮することは、本件レンタル業の事業該

当性を判断する上で、必要かつ相当なもの9と考えられ、そのような観点か

ら、本件転貸借関係を考慮することも相当というべきである。原告の上記

主張は採用することができない。

なお、念のため、本件転貸借関係について考慮に入れず、原告と・・と

20 の契約関係のみから、本件決済端末の賃貸業（レンタル業）としての事業
， 

該当性を検討したとしても、本件レンタル業が所得税法上の事業であると

は認められない。すなわち、原告は、本件レンタル業を開始するに当たり、

.. 
本件決済端末のメーカーや仕様を自ら検討し選択したわけではなく、複数

の業者の見積もりを得て購入先を決定したものでもなく、貸出先を獲得す

25 るため営業活動を行ったり、契約条件等について交渉したりしたものでも

なく、本件決済端末の保守や在庫管理等を自らの費用と責任で行ったもの

-27.一
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10 

でもない。このように、原告は、各種動産の賃貸業（レンタル業）におい

て通常想定される、賃貸対象物の選定・調達、賃貸対象物の貸出先の獲得、

賃貸料や各種契約条件の決定、賃貸対象物の保守・在庫管理等について、

自ら判断することも活動することもほとんど行っていないのであるから、

自己の危険と計算による企画遂行性は認められない。また、人的及び物的

施設の有無などその他の要素については前述のとおりであって、各考慮事

情を総合考慮し社会通念に照らして判断すれば、本件レンタル業は、やは

り所得税法上の事業には該当しない。

したがって、本件転貸借関係を考慮するかどうかは、本件レンタル業の

事業該当性の判断を左右するものではないから、いずれにしても、原告の

ィ

上記主張は採用することができない。

原告は、国税庁長官が令和4年10月に発出した所得税基本通達の改正

の解説において、その所得に関する取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録

15 

20 

25 

した帳簿書類を保存している場合には、当該所得を得る活動について、社

．会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いとされている

ところ、原告は、本件購入費用や本件レンタル業による賃料（本件レンタ

ル料）収入について、帳簿書類に記録し保存しているから、本件レンタル

業は原則として事業に該当することとなる旨主張する。

しかし、上記解説の内容は、事業該当性に関する一般的な経験則を述べ

たものにすぎず、事業該当性に関する前記（1）の判断枠組み自体を実質的に

変更するものではない（乙4)。そして、前記（1）で述べた判断枠組みに基

づいて検討すると、本件レンタル業が所得税法上の事業に該当しないこと

は前記(2)及び（3）で詳述したとおりであって、かかる認定判断は、原告が＜

本件購入費用や本件レンタル料による収入について、帳簿書類への記録及

びその保存をしていたことにより左右されるもの口まない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

-28 -
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ゥ また、原告は、本件レンタル業を開始するに当たり、税務署に対して事

前相談を行った旨主張し、 これに沿う供述をする （原告本人8~10頁）

5
 

ほか、その際のやり取りの内容を記載したメモ（甲 8)を提出する。

しかし、原告が、上記相談の際に税務署の職員にどのような情報を提供

したかは証拠上明らかではないし、上記メモの内容をみても、単に事業所

得該当性に関する一般論が述べられているにすぎないから、上記原告の供

述やメモによって、本件レンタル業の事業該当性に関する前記(3)の認定判

10 

断は左右されない。原告の上記主張は採用することができない。

以上のほかにも、原告は、本件レンタル業の事業該当性に関し、本件レ

ンタル業の特質や、事業該当性に係る個々の判断要素につき、種々の主張

をするが、本件レンタル業の事業該当性に係る前記（3）の認定判断を左右す

るに足りるものは見当たらず、いずれも採用することができない。

3
 

I 5 

本件各処分の適法性について

上記2のとおり、本件レンタル業は、所得税法上の事業に該当せず、本件レ

ンタル業による所得は、事業所得ではなく雑所得に該当するから、本件購入費

用は、原告の平成29年分の所得税等の計算において、事業所得に係る必要経

費には該当せず、雑所得に係る必要経費に該当することになる。 したがって、

原告の平成29年分の所得税等の計算において、本件レンタル業について生じ

た損失（収入金額0円から、本件購入費用490万円を控除したマイナス49

20 0万円）は、雑所得の計算上生じた損失であるから、他の所得と損益通算する

ことはできない（関係法令の定め(3)参照）。

25 

上記によれば、原告の平成29年分の総所得金額は、別紙2の第1の1記載

のとおり、 13 8 6万8918円であり、これを踏まえれば、原告の同年分の

所得税等に係る納付すべき税額は、別紙2の第1の7記載のとおりであると認

められる。そして、本件更正処分における「納付すべき税額」は、別紙1の「更

正処分等」欄の「納付すべき税額」欄記載のとおり．あり、上記で認定した原

. I 
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告の同年分の所得税等に係る納付すべき税額と同額であるから、本件更正処分

は適法である。

また、上記lこよれば、本件更正処分に伴って原告が納付すべき過少申告加算

税の額は、別紙2の第2記載のとおり、合計で16万9000円である。そし

て、本件賦課決定処分に係る過少申告加算税の額は、別紙1の「更正処分等」

欄のf過少申告加算税の額」欄記載のとおりであり、上記で認定した原告の本

件更正処分に伴って納付すべき過少申告加算税の額と同額であるから、本件賦

課決定処分も適法である。

第4 結論

10 よって、原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし；主

文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第7民事部

裁判長裁判官 徳 地 淳

15 

裁判官 中 村 雅 人

20 

裁判官 牛 演 裕 輝

-30 -． 



（別紙I．亀9
9

課
..
 
、
税
．
の 経

.... ．．．．．． ．．．．．．．． ．． ．． 
● • ● .. 

••• ．． • .. ・..  ..... 
緯

： 確定申告 ー更正処分等 ， 審査請求 ， 裁決

．． 
年 ・ 月 日 平成30年3月15日 令`和3年1月21日 令和3年10月15日 令和4年6月1日

； ,.. 

平 総 所．得 金 額 8,968,!118 , 13,868,918 8,968,918 
．． 

成 事業所得の金額 ・2,554,918" • 7.4~• 49 ;918 2,554,9111 
I 

29 
内
給与所得 ＇の金・額 6,414,000 6,414,00(! 6,414,000 ・棄訳

ヽ

年 雑 所 得 ．の 金 額

゜ ―― 

却, • 

分
．． 

納 付＇ ＇す，
ヘ`  き 税 額 • 3,702,68~ 9△ 2;192,321 △3;102,686 

,.  

過少申告加算税の額ー
．． 

1~9,000 

（単位：円）

（注） 「納付すべき税額」の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。

‘ 
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（別紙2)

本件各処分の根拠及び適法性

. 5 1

1

 

第 本件更正処分の根拠及び適法性

..  1 3 8 6万89 1 8円

上記金額は、次の(1)ないし(4)の各金額を合計した金額である。

(1)事業所得の金額 ・ 745万49.1 8円

上記金額は、次の（ア）の収入金額から（イ）の必要経費の額を控除した金額で

総所得金額

10 ある。

ア

ィ

収入金額

上記金額は、原告の平成29年分の税理士業に係る収入金額である。

必要経費の額 • 

3889万9785円

15 (2)不動産所得の金額

3144万4867円

上記金額は、原告の平成29年分の税理士業に係る必要経費の額である。

0円

.20 

上記金額は、原告の平成29年分の所得税等の確定申告書第一表（甲 1の

• 1) ③欄に記載された金額と同額てある。

⑱給与所得の金額 • • - 64 1万4000円

J:記金額は、原告の平成29年分の所得税等の確定申告書第一表（甲1の

⑥欄に記載された金額 （一 及び■監
査法人からの給与収入）

(4)雑所得の金額

と同額である。

0円

25 

原告の平成29年分の雑所得の金額は、原告の平成29年分の本件レンタ

ル業に係る収入金額0円から、本件レンタル業に係る必要経費の額490万

円（本件購入費用の額）を控除したマイナス490万円であるところ、雑所

得の金額の計算上生じた損失の金額は他の所得と損益通算することはでき

、-32-
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2
 

ないため、雑所得の金額は0円となる。

所得控除の額 ．・'.. . 134万576 0円

上記金額は、原告の平成29年分の所得税等の確定申告書第一表（甲 1の1)

⑮欄に記載された金額（社会保険料控除86万5760円、生命保険料控除1

5
.
 

0万円及び所得税法〔平成30年法律第7号による改正前のもの〕

,3 

に規定する基礎控除38万円の合計額）と同額である。

課税される所得金額

8 6条1項

i 2 5 2万3000円

上記金額は、前記1の総所得金額から上記2の所得控除の額を控除した後の

金額（ただし、国税通則法118条 1項の規定により 1000円未満の端数を

10 切り捨てた後のもの）である。

4
 
課税される所得金額に対する税額

上記金額は、上記3の課税される所得金額に、所得税法89条 1項の規定を

259万65-9 0円

5
 

適用して算出した金額である。

復興特別所得税の額

15 

5万4528円‘

上記金額は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な

財源の確保に関する特別措置法13条の規定により、上記4の税額に 100分

の2.• 1を乗じた金額である。

6 所得税等の源泉徴収税額 4 84万3439円

20 

上記金額は、原告の平成29年分の所得税等の確定申告書第一表（甲 1の1)

⑭襴に記載された金額と同額である。

7
 
納付すべき税額 △2 1 9万23 2 1円

• 25 第2

（△印は、還付金の額に相当する税額を示す。）

・上記金額は、前記4の課税される所得金額に対する税額及び前記5の復興特

別所得税の額の合計額から、上記6の源泉徴収税額を差し引いた金額である。

本件賦課決定処分の根拠及び適法性

原告に賦課されるべき過少申告加算税の金額 1・6万900 0円

-33 -
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上記金額は、次の1及び2の各金額を合計した金額である。

1 国税通則法65条1項に規定する過少申告加算税の額 15万1000円

上記金額は、国税通則法65条1項の規定により、原告が本件更正処分によ

り新たに納付すべき税額15 1万0300円（別紙1の「更正処分等」欄の「納

5 付すべき税額」欄記載の△219万23 2 1円から、同別紙「確定申告」欄の

「納付すべき税額」欄記載の△370万26 8 6円を差し引いた金額。ただし、

国税通則法11 9条1項の規定により 10 0円未満の端数を切り捨てた後のも

の）につき、同法l1 8条3項の規定により 1万円未満の端数を切り捨てた後

の金額15 1万円に、 100分の10の割合を乗じて算出した金額である。

1。 2 国税通則法65条2項の規定による加算額 1万8000円

・ ・上記金額は、上記1の原告が本件更正処分により納付すべき税額 151万円

のうち、原告の平成29年分の所得税等に係る期限内申告税額に相当する金額

114万0.75 3円（甲 10. 7頁の⑬欄参照）と 50万円のいずれか多い方

の金額である、 11 4万0753円を超える部分に相当する税額36万9247

ぉ 円につき、国税通則法11 8条3項の規定により 1万円未満の端数を切り捨て

後の金額36万円に、 1o.o分の5の割合を乗じて算出した金額である。

（以上）
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（別紙3)

争点に関する当事者の主張

ー 被告の主張

次の(1)ないし(7)のとおり、事業該当性に係る判断要素を総合考慮すると、本

件レンタル業は事業に該当せず、本件レンタル業による所得は、事業所得ではな

したがって、本件購入費用は、原告の平成29年分の所

得税等の計算上、雑所得に係る必要経費に該当する。

(1)本件転貸借関係を考慮に入れて判断すべきであること

く、雑所得に該当する。

10 

15 

20 

25 

本件賃貸借契約｛こおいては、一が原告に支払うべき本件レンタル料ば■
■が得るレンタル料算定基礎利益を基に算定されるところ、これには、|~が

本件決済端末を各店舗に転貸すること（本件転貸借関係）によって得る収益も

含まれることからすれば、本件レンタル業の事業該当性の判断に当たり、本件

転貸借関係に係る事項も当然考慮に入れて判断されるべきである。

(2)営利性、有償性及び反復継続性について

本件レンタル料は、平成31年1月に一度、最低保証額が支払われたのみで

あり、その後■から原告に本件レンタル料が支払われることはなかったと
ころ、原告は、本件レンタル料の支払が滞った後も、・・lとの契約を終了させ、
他の取引先を探すなど、本件レンタル業に係る収入を増加させるための営業活

動や経営判断をしていない。また、本件賃貸借契約においては、契約期間が最

長の5年間であった場合でも、最低保証額による本件レンタル料の支払が継続

した場合は、 • 投下資本（本件購入費用）の 7 5％しか回収できない。

これらによれば、本件レンタル業は、有償性は有するものの、事業該当性を

積極的に肯定し得る程度の営利性、継続性及び反復性は認められない。

(3)自己の危険と計算による企画遂行性について

本件レンタル業において、本件決済端末に係る維持管理の費用及び危険は全
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て・ゞ負担するため、原告が負担した費用は本件購入費用にとどまる。加え

て、本件レンタル料は、レンタル料算定基礎利益により変動するところ、仮に

これが赤字になったとしても、原告がこれを負担する契約とはなってし・ヽない。

．、したがって、原告が、本件レンタル業につき、一定の費用や発生し得る損害を

引き受けるという意味での危険を負担していたとはいえない。

また、本件レンタル料は、レンタル料算定基礎利益によってその金額が変動

するのであり、かかる利益を獲得することは、本件レンタル業に係る事業遂行

上の重要事項といえるから、かかる利益の獲得につき、原告が最終的な判断権

限を有しているか否かは、自己の危険と計算による企画遂行性の判断に関し、

重要な判断要素である。しかるところ、レンタル料算定基礎利益のうち、端末

利用粗利益以外の利益は、本件決済端末の利用状況に応じて生じるものではな

いから、その獲得についての判断権限は、

に何らの判断権限もなかった。また、’①そもそも、原告は、

っていた本件決済サービスに利用するタブレット端末の購入資金の調達のため

に帰属しており、原告

が行

15 

20 

25 

の端末オーナーの募集に応じて本件各契約を締結したにすぎず、本件各契約の

内容も-が企画したものであること、②本件決済端末に係る機種の

選定及び調達方法、設置場所の開拓及び営業並びに端末の保守管理及び運用な

ど端末利用粗利益の増減に影響を及ぼす重要な判断権限は、全て・・が有し、

原告は・・につき何らの指示権限を有していないことからすれば、端末利用粗

利益についても、原告がその獲得に係る判断権限を有していたとはいえない。

これらによれば、本件レンタル業は、原告の危険と計算により企画遂行され

ていたものとは認められない。

なお、仮に、本件レンタル業の事業該当性につき、本件転貸借関係を考慮す

べきでないとしても、上記のとおり、原告は、一加行う端末オーナ

ーの募集に応じて本件各契約を締結したにすぎないことからすれば、一般的な

レンタル業の場合に事業主が行うべき意思決定を原告自らの判断で行っていた

ヽ
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とはいえないから、原告の危険と計算による企画遂行性は認められない。

(4)精神的及び肉体的労力の程度について

原告は、本件レンタル業の遂行に当たり、本件購入費用を拠出したのみで、

本件レンタル業に係る業務の全てを・に一任しており、本件決済端末の現物

すら確認せず、本件決済端末の設置状況についての報告をインターネット上で

閲覧するのみであったところ、上記（3）のとおり、原告には、9本件決済端末の稼

働について具体的な指示権限も与えられていなかったことからすれば、原告が

• 本件レンタル業に費やした精神的・肉体的労力の程度は極めて低いといえる。 ． ．

(5)人的及び物的設備について

原告は、本件購入費用を拠出したのみであり、本件決済端末の維持管理等の

ために従業員を雇うこともなく、これを・に一任していることから、本件レ

ンタル業につき、人的及び物的設備を備えていなかった。

(6)原告の職業、経験及び社会的地位等について

原告の本業は税理士業等であり、過去に本件レンタル業に関連する業務に従

事したこともない。この点に加え、原告の税理士業等に係る収入が本件レンタ

ル業の開始後それ以前と比べてむしろ増加したことからすると、原告の本業は、

本件レンタル業の開始以後も従前と変わらず税理士業等であり、片手間に本件

＇レンタル業を開始したといえる。

(7)その他の考慮事情（収益の安定性等）について

本件レンタル料に係る最低保証額は、本件購入費用の 15%（年額）である

ところ、契約期間が最長の5年間であつた場合でも、本件レンタル料が最低保

証額にとどまることが継続すれば、投下資本の 75％しか回収することはでき

ないから、本件レンタル業は、そもそも収益の安定性が認められない。

また、一 が本件決済サービスに係る端末オーナーを募集する際に

使用したパンフレット（乙1)は、節税効果が得られることを主たるメリット

の一つとして投資家にタブレット端末の購入を勧める内容となっている。この
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点に加え、原告は、①本件決済端末を、新たな借入れ等をすることなく、平成

2 9年の年末に購入していることや、②新型コロナウイルス感染症が拡大し、

インバウンド需要が期待できないことが確定してからも、・本件賃貸借契約を解

約していないことも踏まえれば、本件レンタル業を事業として営んでいるので

はなく、単に節税商品を購入したにすぎないといえる。

2 原告の主張

(1)．判断要素を総合考慮すると本件レンタル業は事業に該当すること

次のアないしキのとおり、事業該当性の判断要素を総合考慮すると、本件レ

ンタル業は、事業所得を生ずべき事業に当たる。したがって、本件購入費用は、

原告の平成29年分の所得税等の計算上、事業所得に係る必要経費に当たる。

20 

．ア 本件転貸借関係を考慮すべきでないこと

本件レンタル業は、原告が、 ・・から本件決済端末を購入し（本件売買契

約）、 ・・こ本件決済端末を賃貸した上で、 ・ からレンタル料算定基礎利益

を基に算出された本件レシタル料の支払を受ける（本件賃貸借契約）という

15 、 ものであり、本件レンタル業と、 ・・が各店舗に対して本件決済端末を転貸

し決済手数料等を収受する事業（本件転貸借関係に係る事業）とは、別個の

契約関係に基づく別個の事業である。したがって、本件レンタル業の事業該

当性の判断に当たり、本件転貸借関係を考慮すべきではない。

イ 営利性、有償性及び反復継続性について

原告は、本件レンタル業につき、 '・'から本件レンタル料を受領すること

によって収益を上げることを意図していた上、本件レンタル業の開始に当た

り、茨木税務署に本件レンタル業に係る個人事業の開業届出書を提出してい ―

たことからしても、かかる取引を反復継続ーして行おうとする意図を有してい

たものであり、本件レンタル業には営利性、有償性及び反復継続性がある。

25 ウ 自己の危険と計算による企画遂行性について

そもそも、自己の危険と計算による企画遂行性は、事業所得と給与所得と
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を区別する要素であり、他者の指揮命令に服することなく、役務提供の成果

▲
 

＾
・
・

5
 

（危険や計算）がその者に直接帰属することを明らかにしたものである。

かるところ：原告は、他者の指揮命令に服することなく、本件レンタル業を ．

開始し：本件決済端末を購入し、本件購入費用の回収不能というリスクを負

って、本件レンタル業に係る意思決定や経営判断を行っているから、本件レ

ンタル業につき、・自己の危険と計算による企画遂行性は当然認められる。

また、本件レンタル業の仕組みからすれば、本件レンタル業の遂行上最も

重要な事項は、いかに適切な賃借人（転貸人となるキャッシュレス決済事業

者）を選択するかという点にあるところ、これにつき、原告は、市場調査等

し

10 

15 

20 

-

J
 

25 

を行った上で、原告自身が独立して、その責任において．、適切な賃借人とし

て.を選択した。その他、原告は、本件レンタル業を開始、遂行するに当

たり、賃貸目的物を何にするか、決済端末の購入台数を何台とするのか、収

・・益となる賃料額をどのように定めるか（本件レンタル料につき【算定方法1】

及び【算定方法2】のいずれを選択するか）、賃貸期間をいつからいつまでと

するか、その他賃貸条件をどうするかといった、経営上重要な事項に関し、

合理性のある判断を行うた。さ らに、原告は、 ．のシステムを用いて、本

件決済端末の端末ごとの設置の有無や設置状況を確認し、これにより得た情

報を基にして、 .の販売代理店の従業員であった者を通じ、． との間で、

本件決済端末の設置地域や導入店数、地方自治体や大企業との業務提携の状

況等について協議し、自身の意見を・・に伝えるなどしていた。そして、本

件賃貸借契約は、、原告の通知により契約を終了させることも可能であるとこ

ろ、原告は、上記のとおり、本件レンタル業の収益状況及び本件決済端末の ．

設置地域・業種をインターネット等で日常的に確認し、本件賃貸借契約を継

続するか否かの判断を行っていた。これらによれば、原告は、本件レンタル

業に関する重要な経営判断及び意思決定を自ら行い、これらの意思決定に関

するリスク及びリターンを引き受けていたから、この点でも、本件レンタル ．
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業は、原告が自己の危険と計算において企画遂行していたといえる。

.

.

 

p
 

5
 

、 10 工

なお、前記アのとおり、本件レンタル業の事業該当性を判断するに当たり、

本件転貸借関係を考慮すべきではない。仮にこれを考慮するとしても、上記

のとおり、本件レンタル業の遂行上重要な事項は、原告が、本件決済端末の

賃貸借の相手方としていかに適切な事業者を選択するかにあり、原告が選択

した本件レンタル料の算定方法（算定方法1)によれば、本件決済端末によ

り生じる利益以外の利益をも含めてレンタル料が算出されることなどから

しても、本件転貸借関係につき原告に指示権限があつたか否かは、本件レン

タル業において重要性が高いとはいえない。

精神的及び肉体的労力の有無及び程度について

上記ウのとおり、原告は、本件レンタル業に当たり、 ・ を委託先として

決定し、その上で、本件決済端末の設置状況等につき・・と協議するなどし

ていたから、原告の精神的及び肉体的労力の程度が極めて低いとはいえない。

また、一般に、

15 

20 ・

．． 

・i 

ォ•

レンタル事業においては、レンタルの対象物の種類及び数

量を決定することが重要であり、レンタル対象物の取得後に費やされる精神

的及び肉体的労力は比較的少ない。この点に加え、本件レンタル業において、

原告は、■に対し、本件決済端末の運用及び管理を委託し、■は、本件
決済端末から生じる粗利益のうち一部を自らの収益とすることができるか

ら、原告は、実質的には、手数料を支払い ● に業務委託をして事業を展

開していたといえる。 • そうすると、仮に、本件レンタル業につき、原告が費

やした精神的及び肉体的労力の程度が低いといえるとしても、そのことは、

本件レンタル業の事業該当性を否定する事実であるとはいえない。

人的及び物的設備について

レンタル事業においては、 レンタルの対象物の取得が最も重要であり、そ

25 もそも製造業、卸売業及び小売業といった業種に比較し、人的及び物的設備

を要しないから、本件レンタル業の事業該当性において、人的及び物的設備
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の有無等は、判断要素とならないというべきである。

また、原告は、本件レンタル業を開始するに当たり、本件決済端末を購入

しているから、

カ

5
 

10 

＇ ぐ

これが物的設備に当たることは自明である。

原告の職業、経験及び社会的地位等について

原告は、公認会計士及び税理士として事業所得及び給与所得を得ていたも

のの、これらの事業に加えて有力な収益源となるような新規事業を展開する

ことを意図して、本件レンタル業を開始したのであって、本件レンタル業の

ために490万円もの多額の費用（本件購入費用）を投じていることを踏ま

えれf・ま、決して原告にとって片手間的な営為として行われたものではない。

また、そもそも、ある事業の事業該当性を判断するに当たり、当該事業が

副業としてされたのか本来の職業としてされたのかを重視すべきではなく、

片手間的な営為であるか否かを考慮事情とすること自体相当でない。

15 、 ・ー キ

したがって、原告が公認会計士及び税理士であることにより、本件レンタ

ル業が事業に該当しないと判断することはできない；

その他の考慮事情（収益の安定性等）について‘

・は、本件レンタル業の開始時点において、その事業に関して好意的な

報道等がされており、キャッシュレス決済事業における市場シェアの確保も

十分に見込める適切な事業者であったから、長期的にみれば、本件レンタル

業には十分な収益の安定性が見込まれたといえる。また、本件レンタル料に

'20 

9
 

・

人

●

.I
 

鬱 ．

25 

ついては、最低保証額が定められており、これが契約期間5年間にわたって ．

継続した場合であっても、・・の倒産等の事態が生じない限り、少なくとも

本件購入費用の 75％を回収できるから、一定の投下資本の回収ができると

いう意味で、そのような担保のない事業と比較して遥かに収益の安定性が認

められる。確かに、原告は、令和2年度以降、想定したような収益を上げる

ことができていないが、これは、いわゆるペイペイ戦争や、新型コロナウイ

ルス感染症の影響等の想定外の事情による結果論であって、そのことを本件
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15 

レンタル業の事業該当性を否定する要素として考慮するのは不合理である。

さらに、原告は、所得税等の負担を軽減することを目的として本件レンタ

ル業を開始したのではなく、本件レンタル業につき、原告が節税商品を購入

したにとどまるとの被告の主張は根拠に基づかない憶測にすぎない。 • 

(2)国税庁長官による通達改正の趣旨を踏まえても事業に該当すること

、国税庁長官は、令和4年10月7日付けで、「『所得税基本通達の制定につい

て』の一部改正について（法令解釈通達）」により、所得税法基本通達を改正し

．＇ているところ、その解説では、「その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、

記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一

般的に営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業

所得に区分される場合が多いと考えられます」としている（甲 15)。これは、

事業性の認定に関する経験則を明らかにしたものであり、本件レンタル業の事

・業該当性の判断においても参照されるべきである。 ' 

'しがるところ、原告は、平成29年度の消耗品費勘定において本件購入費用

を計上し、平成31年度の売上喬勘定において本件レンタル料による収入を売

上げとして計上しており（甲16)、本件レンタル業に係る取引を帳簿書類に記

録し、保存しているから、上記通達改正における解説の内容に従えば、原則と

して、本件レンタル業は事業に該当することとなる。
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